
言語聴覚士養成所指定手続等のフローチャート 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規開設（定員 

増）の事前相談 

 

        

       

      

 

 

 

 

年次報告書の受理 

 

 

 

 

指定申請書の 

受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書の審査        

実地調査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定（承認） 

 書の発出 
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変更承認申請書

の受理 

 

 

 

改 善 指 導       

 

 

 

   

     

  

 

 

                      

 

 

 

指示・報告 

※指定規則 

第６条 
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置 
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指定（承認）        

書 の 受 理        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

◎年次報告 

 看護師等学校養成 

 所報告管理システ 

 ムにより報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規開設（定員 

増）の事前相談 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

指定申請書の

提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更承認申請書

の提出 

 

 

 

 
 

 

   

  
  

指定基準不適合         

 

 

 

   

   

  ２月 

 

 

  ３月 

 

 

  ４月 

 

 

  ５月 

 

 

  ６月 

 

 

 ７月 

 

 

 ８月 

 

 

 ９月 

 

 

 １０月 

 

 

 １１月 

 

 

 １２月 

 

 

 １月 

 

 

 ２月 

 

 

 ３月 

 

 

                      ～１月  ４月  

   

 
  

年次報告締切 

 

 
  

申請書提出締切 

 

 
 

                   
                                           

 

 

 

    

＊指定規則第５条  

  毎学年度開始後２月以内 

 

 

＊指導要領第一１ 〈指定申請〉  

 授業を開始しようとする日の６か月前まで 

＊指導要領第一２ 〈変更承認申請〉 

 変更を行おうとする日の３か月前まで 
 

授業 

開始 


